
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検針メータの検針値を収集する検針センターと通信網を介して接続される無線親機と、
該無線親機と無線接続され、１つ以上の検針メータと接続される無線子機を備える自動検
針無線システムであって、
　前記各無線親機

記憶手段と、
を備え、
　前記無線親機は、前記検針センターから

自己
のＩＤ情報 を含むデータを無線送信し、
　前記無線子機は

無線親機のＩＤ情報を通信相手として前記相手無線機ＩＤ記憶手段
に記憶すると共に、自己のＩＤ情報を含むデータを前記無線親機に無線送信し、
　該無線親機は該無線子機のＩＤ情報を通信相手として前記相手無線機ＩＤ記憶手段に記
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は、自己を特定するＩＤ情報を保持する自己無線機ＩＤ記憶手段と通信
相手のＩＤ情報を記録する相手無線機ＩＤ記憶手段と、
を備え、
　前記各無線子機は、自己を特定するＩＤ情報を保持する自己無線機ＩＤ記憶手段と通信
相手のＩＤ情報を記録する相手無線機ＩＤ記憶手段と自己に接続される検針メータのＩＤ
情報を保持する検針メータＩＤ

、ＩＤ情報を登録すべき相手の無線子機に接続
された検針メータのＩＤ情報を含む登録開始指示電文を受信すると、一斉呼出により

と前記検針メータのＩＤ情報
、該一斉呼出により無線送信された検針メータのＩＤ情報と前記検針メ

ータＩＤ記憶手段に保持されたＩＤ情報とを比較し、一致したときに、前記一斉呼出によ
り無線送信された前記



憶することを特徴とする自動検針無線システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線を用いた電気、水道、ガス等のメータの自動検針無線システムに関し、更
に詳しくは、自動検針無線システムに用いられる通信機での通信相手の自動設定に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電気、水道、ガスなどの計測メータから、使用量等の検針値やメータで発生した異
常情報を自動的に収集する自動検針無線システムが現在普及の過程にある。
【０００３】
この自動検針無線システムは、自動検針を管理する検針センターと各家庭に設置されてい
るメータとを電話回線等の通信ネットワークを用いて接続し、この通信ネットワークを介
して定期的にメータの検針を行うもので、各メータに設置される無線子機から無線回線を
介して無線親機に送信し、この無線親機から端末側網制御回路、電話回線を介して検針セ
ンターに送信し、検針センターで情報収集する。
【０００４】
図７に自動検針無線システムの構成例を示す。
【０００５】
検針時期になると検針センター５０１に設置された計算機が、内蔵されたプログラムによ
り電話回線等の通信ネットワーク５０２を介して各家庭に設置されたメータ５０６の検針
を行うための既定されている信号を送信する。これを受けてメータ５０６は電気やガスな
どの使用量を読取り、その結果を通信ネットワーク２を介して検針センター５０１に返信
する。この検針センター５０１とメータ５０２との間のデータのやり取りは、検針センタ
ー５０１と家屋５０３との間では通常モデム等から構成される網制御装置５０４を介して
電話回線や、ＣＡＴＶネットワーク、いわゆる第３者無線といわれるＭＣＡやテレターミ
ナル等のネットワークが使われる。しかし、網制御装置５０４の位置とメータ５０２の設
置場所は普通距離があり、この間を有線で接続する場合には新たに接配置工事を必要とす
る。そこで網制御装置５０４に無線親機５０５をまたメータ５０２には無線子機５０７を
設置し、この無線親機５０５と無線子機５０８との間を無線回線で通信接続する。そして
検針データの収集は、検針センタ５０１からのノーリンギング通信で、或はメータ５０２
の無線子機５０７側からの端末発呼通信によって行われる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
この自動検針無線システムでは、誤って目的の家庭とは別の家庭の検針値を収集しその結
果誤検針や誤課金が発生するのを、防止する必要がある。そのため無線親機５０５及び無
線子機５０７のそれぞれに通信相手のＩＤを登録し、登録されている相手としか無線通信
を行わないようにしている。
【０００７】
このＩＤの登録方法として、無線親機５０５及び無線子機に直接ＩＤの設定器を接続しこ
の設定器を用いて通信相手のＩＤを登録したり、或は無線親機５０５側に対しては網制御
装置５０４を接続した状態で、検針センター５０１から登録する方法が取られる。しかし
これらの方法では、ＩＤ設定時に設定入力ミスを犯すと通信不能になってしまう可能性が
ある。
【０００８】
また、１台の無線親機を電柱等に設置し、その無線親機５０５を介して複数家庭（複数無
線子機５０６）から検針値を収集するような１：Ｎの無線通信を用いたシステムとして構
成した場合において、無線回線の通信品質の問題などから、後から無線子機５０７の通信
相手を別の無線親機に変更したい要求が発生した場合、各無線子機５０７の設置場所に行
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って無線子機５０７とメータ５０６の配線を外して無線子機５０７にＩＤの設定器を接続
し、設定器を使って無線子機の通信相手情報の登録変更を登録した後に再び配線を外し、
無線子機とメータを接続するという作業が必要になり、作業性が良くないという問題があ
る。
【０００９】
本発明は上記問題点を鑑み、設定ミスがなく自動的に且つ容易に通信相手の設定が行える
自動検針無線システムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための手段として、本発明 動検針無線システムは、検針メータ
の検針値を収集する検針センターと通信網を介して接続される無線親機と、該無線親機と
無線接続され、１つ以上の検針メータと接続される無線子機を備えるもの あって、各無
線親機及び無線子機は、自己無線機ＩＤ記憶手段及び相手無線機ＩＤ記憶手段を備える。
【００１１】
　自己無線機ＩＤ記憶手段は、自己を特定するＩＤ情報を保持する。相手無線機ＩＤ記憶
手段は、通信相手のＩＤ情報を記録する。
【００１２】
　 によれば、無線通信により通信相手を自動登録できるよ
うにしたことで、容易に登録や変更が行える。
【００１３】
　また、本発明の請求項１に記載の発明は、上記した本発明の自動検針無線システムにお
いて、上記無線子機は、

を更に備え、

のＩＤ情報を通信相手として上記相手無線機ＩＤ記憶手段に記憶することを
特徴とする。
【００１４】
　この請求項１に記載の発明によれば、

【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。
【００２０】
図１は本実施形態に於ける無線親機及び無線子機（以下総称する場合、無線機という）の
ブロック構成図の一例である。
【００２１】
図１の無線機は、アンテナ１、無線受信回路２、無線送信回路３、制御回路４、記憶回路
５、スイッチ６、表示用ＬＥＤ７及びインタフェース回路８より構成されている。
【００２２】
無線受信回路２は、アンテナ１を介して受信した無線信号を復調して制御装置４に渡すも
ので、又無線送信回路３は制御装置４からのデータに基づいて送信パケットを生成し、ア
ンテナ１を介して無線出力するものである。制御回路４はマイクロコンピュータ等から構
成されるもので、無線機の動作を制御するものである。記憶回路５は、メータＩＤ記憶部
５１、自己無線機ＩＤ記憶部５２、相手無線機ＩＤ記憶部５３及び無線回線情報記憶部５
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の自

で

本発明の自動検針無線システム

自己に接続される検針メータのＩＤ情報を保持する検針メータＩ
Ｄ記憶手段 上記無線親機は、上記検針センターから、ＩＤ情報を登録すべき
相手の無線子機に接続された検針メータのＩＤ情報を含む登録開始指示電文を受信すると
、一斉呼出により自己のＩＤ情報と前記検針メータのＩＤ情報を含むデータを無線送信し
、無線子機は、該一斉呼出により無線送信された検針メータのＩＤ情報と前記検針メータ
ＩＤ記憶手段に保持されたＩＤ情報とを比較し、一致したときに、上記一斉呼出により無
線送信された上記無線親機のＩＤ情報を通信相手として上記記相手無線機ＩＤ記憶手段に
記憶すると共に、自己のＩＤ情報を含むデータを上記無線親機に無線送信し、該無線親機
は該無線子機

検針センターからの遠隔指示により指定したＩＤ
情報を持つ検針メータに接続された無線子機と無線親機との間で自動的に登録通信を行わ
せることができる。



４を備え、各ＩＤ及び無線回路情報を記憶するものである。この記憶回路５は、制御回路
４内のメモリ部分に設ける構成としてもよい。またメータＩＤ記憶部５１は複数のメータ
ＩＤを記憶でき、更には無線親機の場合、相手無線機ＩＤ記憶部５３は複数の相手無線Ｉ
Ｄを記憶している。また無線回線情報記憶部５４は、複数ある通信チャネルのうちの使用
するチャネルや間欠受信の間隔時間などの情報を記憶している。スイッチ６は、無線機の
起動スイッチで無線機設置時等にスイッチをオンにすることにより無線機は起動する。ま
た表示用ＬＥＤ７は、登録通信の開始や終了等を外部に点灯通知するものである。インタ
フェース回路８は、外部機器との接続を行うもので、無線親機の場合端末側網制御回路と
の、無線子機の場合メータとの接続回路である。
【００２３】
図２は本実施形態に於ける自動検針無線システムの構成例である。
【００２４】
図２に於て検針センター１１と無線親機１４は、電話回線等の通信ネットワーク１２、モ
デム等の端末側網制御回路１３を介して接続されている。また無線子機１５側は、無線子
機１５－１とメータ１６－１が接続されている。
【００２５】
無線親機１４は、１つの無線子機１５と或は複数の無線子機１５と通信可能な構成とする
ことも出来る。
【００２６】
次に通信相手の登録時の処理について説明する。
【００２７】
図３は本発明の第１の実施形態に於ける通信相手の自動登録処理での通信シーケンスを示
す図である。尚図３に於て、自動登録処理の開始前に、無線親機１４には無線親機ＩＤ及
び無線回線情報が自己無線機ＩＤ記憶部５２及び無線回線情報記憶部５４に、また無線子
機１５には、無線子機ＩＤが自己無線機ＩＤ記憶部５２に事前に記憶、登録されているも
のとする。
【００２８】
設置完了等に、無線親機１４及び無線子機１５のスイッチ６がオン入力されると（Ｓ１、
Ｓ２）、無線親機１４及び無線子機１５は登録通信処理の開始を認識する。そして表示用
ＬＥＤ７を一定時間点灯し、登録通信の開始を外部に通知する。
【００２９】
次に無線子機１５は自己が接続されているメータ１６との通信を開始する。無線子機１５
はメータ１６に起動電文を送信する（Ｓ３）。これを受けてメータ１６は検針値応答を返
す（Ｓ４）。
【００３０】
Ｓ４での検針値応答を受けると無線子機１５はメータ１６に終了電文を送信し（Ｓ５）、
メータ１６との通信を終了する。
【００３１】
次に無線子機１５は、検針値応答に含まれているメータ１６のメータＩＤを取得し、これ
をメータＩＤ記憶部５１に記憶、登録する（Ｓ６）。そして無線子機１５はこのメータＩ
Ｄ及び自己の無線子機ＩＤを含んだフレームデータを無線送信すると共に（Ｓ７）、待ち
受け状態に入ってこのフレームデータに対する無線親機１４からの返答を待つ。
【００３２】
図４は無線親機１４と無線子機１５の間でやり取りされるフレームデータの構成例を示す
ものである。
【００３３】
図４のフレームは、フレームの先頭を示すプリアンブル２１０、簡易識別信号２２０、情
報部２３０から構成されており、また簡易識別信号２２０は、同期信号２２１と簡易ＩＤ
２２２から、また情報部２３０は同期信号２３１、制御コマンド２３２、相手無線ＩＤ２
３３、自分無線ＩＤ２３４、データ構成２３５及びデータ２３６部から成っている。
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【００３４】
Ｓ７登録通信用のフレームの場合、簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２には登録通信
専用コードが入り、この簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２内のコードを調べること
により、無線機は受信フレームが登録通信用のフレームかを判断することができる。尚、
簡易ＩＤ２２２と制御コマンド２３２の登録通信専用コードは、必ずしも同じコードであ
る必要はなく、通常通信の場合との識別ができればよい。また、登録通信の場合、まだ通
信相手は確定していないので、相手無線ＩＤ２３３の情報はない。
【００３５】
無線子機１５が送信するフレームデータのデータ部２３６の構成は図４（ａ）の構成であ
り、水道局、電気会社等の識別を行う事業体３０１、メータＩＤ３０２、コマンドコード
３０３、無線子機ＩＤ３０４を含んでいる。
【００３６】
一方無線親機１４は、スイッチ６をオン入力され登録通信処理に入るとまずデータの受信
待ち状態となり、無線子機１５からの無線通信を待っている。そして無線子機１５からＳ
７のフレームデータを無線受信すると、無線親機１４受信フレーム内の簡易ＩＤ２２２及
び制御コマンド２３２を調べてこのフレームが登録通信のフレームであることを確認する
。そしてフレーム内のメータＩＤ３０２及び無線子機ＩＤ３０４を自己の記憶回路５内の
メータＩＤ記憶部５１及び相手無線機ＩＤ記憶部５３に記憶、登録する（Ｓ８）。
【００３７】
次に無線親機１４は自己の無線親機ＩＤ及び無線回線情報を含んだフレームを無線子機１
５に無線送信する（Ｓ９）。このフレームのデータ部２３６の構成は図４の（ｂ）の構成
であり、事業体３０１、メータＩＤ３０２、コマンドコード３０３、無線親機ＩＤ３０５
、無線回線情報３０６を含んでいる。このうち無線回線情報３０５には使用する無線チャ
ネル番号が入っている。そして無線親機１４はＳ９の応答送信後、表示用ＬＥＤ７を一定
時間点灯し、外部に登録通信が正常終了したことを通知し、登録通信処理を終了する。
【００３８】
無線子機１５はＳ７でフレームデータ送信後、無線親機１４からの登録通信フレームの待
ち受け状態となっており、Ｓ９で無線親機１４からフレームデータを無線受信すると、こ
の受信フレーム内の簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２を調べ、このフレームが登録
通信であることを確認する。そしてフレーム内の無線親機ＩＤ５３及び無線回線情報５４
を自己の記憶回路５内の相手無線機ＩＤ記憶部５３及び無線回線情報記憶部５４に記憶、
登録する（Ｓ１０）。そして無線子機１５はＳ１０の処理終了後、表示用ＬＥＤ７を一定
時間点灯し、外部に登録通信が正常終了したことを通知し、登録通信処理を終了する。
【００３９】
この様に第１の実施形態によれば、無線親機１４及び無線子機１５が自律的に通信するの
で、設定を間違えること無く容易に通信相手の登録や変更が行えるようになる。スイッチ
入力で同期をとり、自動的に登録通信を行うようにすることで、設置施工時に、設置現場
で表示用ＬＥＤ７等により登録が正常にできたかどうか確認しながら設定登録を行うこと
が出来る。
【００４０】
図５は第２の実施形態に於ける通信相手の自動登録処理での通信シーケンスを示す図であ
る。この第２の実施形態及び後述する第３の実施形態は、第１の実施形態が通信機が自律
的に処理を開始するものであるのに対し、検針センター１１からの指示によって処理を行
うものである。尚図５に於ても図３の第１の実施形態時と同様、自動登録処理の開始前に
、無線親機１４には無線親機ＩＤ及び無線回線情報が自己無線機ＩＤ記憶部５２及び無線
回線情報記憶部５４に、また無線子機１５には、メータＩＤ及び無線子機ＩＤがメータＩ
Ｄ記憶部及び自己無線機ＩＤ記憶部５２に事前に記憶、登録されているものとする。
【００４１】
第２の実施形態では、登録処理を開始する際、まず検針センター１１から通信ネットワー
ク１２及び網制御回路１３を介して、登録通信開始指示の電文を無線親機１４に送信する
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（Ｓ１１）。この電文内には登録すべき相手のメータＩＤが入っており、指示電文を受信
した無線親機１４は、無線子機１５に、一斉呼出のフレームデータを無線送信する（Ｓ１
２）。
【００４２】
第２の実施形態で無線機間でやり取りされるフレームデータは、基本的には図４に示した
第１の実施形態に於けるフレームデータと同じ構成で、プリアンプル２１０、同期信号２
２１と簡易ＩＤ２２２からなる簡易識別信号２２０、及び同期信号２３１、制御コマンド
２３２、相手無線ＩＤ２３３、自分無線ＩＤ２３４、データ構成２３５及びデータ部２３
６からなる情報部２３０より構成されている。
【００４３】
Ｓ１２の一斉呼出のフレームの場合、簡易ＩＤ２２２には一斉呼出コードが入る。また、
制御コマンド２３２には一斉呼出専用コードが入り、簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２
３２内のコードを調べることにより、無線機は受信フレームが一斉呼出のフレームかそう
でないかを判断できる。なお、一斉呼出のフレームの場合、特定の相手に対する通信でな
いので、相手無線ＩＤ２３３にはＩＤが設定されていない。
【００４４】
また無線親機１４が送信するＳ１２フレームのデータ部２３６は同図（ｃ）の構成を持ち
、起動０１の３０７、基準タイミング３０８、無線親機ＩＤ３０５及び無線回線情報３０
６を含む。
【００４５】
Ｓ１２の一斉呼出のフレームデータの送信後、無線親機１４は送信休止時間として一定時
間をおく。そしてこの送信休止時間が経過後、無線親機１４は子機指定のフレームデータ
を無線送信する（Ｓ１４）。
【００４６】
この子機指定のフレームには、図４のフレーム構成において、簡易ＩＤ２２２には一斉呼
出コードが入り、制御コマンド２３２には子機指定専用コードが入る。通信機ではこの簡
易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２を調べることによりにより、受信フレームが子機指
定のフレームかどうかを判断する。
【００４７】
尚、子機指定のフレームの場合、相手無線ＩＤ２３３にはＩＤは設定されていない。また
この子機指定のフレームでは、データ部２３６は図４（ｄ）の構成であり、検針センター
１１からの登録通信開始指示の電文によって指定されたメータＩＤが入っている。なお、
データ部２３６のメータＩＤ３０２には複数のメータＩＤが指定されていても差し支えな
い。
【００４８】
一方無線子機１５はＳ１２の一斉呼出のフレームを受信すると、その中のから無線親機Ｉ
Ｄ３０５及び無線回線情報３０６を取りだし、保持する（Ｓ１３）。そして、無線親機１
４から子機指定のフレームが送信されてくるのを待つ。
【００４９】
Ｓ１４で子機指定のフレームを受信すると、無線子機１５は受信フレーム内のメータＩＤ
３０２と、メータＩＤ記憶部５１に記憶されているメータＩＤとを比較し、自己が担当し
ているメータ１６が登録対象に該当するものがあるかどうかを判断する。該当するものが
あった場合、メータＩＤ記憶部５１に保持していた無線親機ＩＤ及びフレーム内に記憶さ
れていた無線回線情報を相手無線機ＩＤ記憶部５３及び無線回線情報記憶部５４に記憶、
登録する。又該当するものが無かった場合は、再び無線親機１４からのデータを待ち、一
定時間経過してもデータ送信が無い場合、登録処理を終了する。
【００５０】
次に無線子機１５は該当メータ１６との通信を開始する。まず無線子機１６はメータ１６
に起動電文送信を送信し（Ｓ１６）、それに対しメータ１６は検針値応答を返す（Ｓ１７
）。
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【００５１】
Ｓ１７での検針値応答を受けると無線子機１５はメータ１６に終了電文を送信し（Ｓ１８
）、メータ１６との通信を終了する。
【００５２】
次に無線子機１５は、検針値応答内のメータ１６のメータＩＤをメータＩＤ記憶部５１に
記憶、登録する（Ｓ１９）。そして無線子機１５はこのメータＩＤ及び自己の無線子機Ｉ
Ｄを含んだフレームデータを無線送信し（Ｓ２０）、登録処理を終了する。
【００５３】
このＳ２０で無線子機１５から無線親機１４へ送信されるフレームデータの構成は、デー
タ部が図４の（ａ）の構成を取り、事業体３０１、メータＩＤ３０２、コマンドコード３
０３及び無線親機ＩＤ３０５を含んでいる。また簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２
には登録通信専用コードが入る。また相手無線ＩＤ２３３にはＩＤは何も設定されていな
い。フレームを受信した無線機は、受信フレーム内の簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２
３２を調べることにより登録通信用のフレームであることを判断できる。なお、簡易ＩＤ
２２２と制御コマンド２３２の登録通信専用コードは、必ずしも同じコードである必要は
なく、通常通信の場合との識別ができればよい。
【００５４】
無線親機１４はＳ１４で子機指定用のフレームを送信後、登録通信データ待ち受け状態と
なっており、Ｓ２０で無線子機１５からのフレームデータを無線受信すると、受信フレー
ムの簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２を調べて登録通信であることを確認する。そ
してフレーム内のメータＩＤ３０２及び無線子機ＩＤ３０４をメータＩＤ記憶部５１及び
相手無線機ＩＤ記憶部５３に記憶、登録する（Ｓ２１）。尚、無線親機１４は複数の無線
子機１５からの応答を受信し登録できることは言うまでもない。そして無線親機１４は登
録結果を検針センター１１に送信する（Ｓ２２）。
【００５５】
検針センター１１はこの登録結果を元に、Ｓ１１で指示したメータ１６が全て登録された
かどうか確認でき、登録されなかったメータ１６に対しては再度登録通信開始指示の電文
の送信や故障の調査等の対応を行う。
【００５６】
この様に第２の実施形態によれば、検針センター１１から、登録相手を指定した指示によ
り自動的に登録通信を行うことが出来る。これにより設置施工時に設置現場で登録に失敗
した場合や、設置施工時に登録を行わなかった場合でも、検針センター１１から遠隔登録
できるので、設置施工時の煩わしさがない。また、検針センター１１からの指示で登録通
信を開始できるので、登録の変更等の要求にも容易対応できる。
【００５７】
図６は第３の実施形態に於ける通信相手の自動登録処理での通信シーケンスを示す図であ
る。この第３の実施形態は、第２の実施形態と同様検針センター１１からの指示によって
処理を開始するものであるが、この遠隔指示による登録の場合、実際にどの無線親機１４
と無線子機１５が無線通信可能であるかは、検針センター１１からは必ずしも判断可能で
あるとは限らない。第３の実施形態ではこの様な場合に対処するものであり、検針センタ
ー１１からの指示では、登録するメータ１６を指定を行わずに登録処理を行うものである
。
【００５８】
尚図６に於ても第２の実施形態時と同様、自動登録処理の開始前に、無線親機１４には無
線親機ＩＤ及び無線回線情報が自己無線機ＩＤ記憶部５２及び無線回線情報記憶部５４に
、また無線子機１５には、メータＩＤ及び無線子機ＩＤがメータＩＤ記憶部５１及び自己
無線機ＩＤ記憶部５２に事前に記憶、登録されているものとする。
【００５９】
第３の実施形態では、登録処理を開始する際、まず検針センター１１から通信ネットワー
ク１２及び網制御回路１３を介して、登録通信開始指示の電文を無線親機１４に送信する
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（Ｓ３１）。本実施形態では第２の実施形態と異なり、この指示電文の中にはメータＩＤ
による登録するメータの指定はない。この指示電文を受信した無線親機１４は、無線子機
１５に一斉呼出のフレームデータを無線送信する（Ｓ３２）。
【００６０】
第３の実施形態で無線機間でやり取りされるフレームデータは、基本的には第１及び第２
の実施形態に於けるフレームデータと同じ構成で、プリアンプル２１０、同期信号２２１
と簡易ＩＤ２２２からなる簡易識別信号２２０、及び同期信号２３１、制御コマンド２３
２、相手無線ＩＤ２３３、自分無線ＩＤ２３４、データ構成２３５及びデータ部２３６か
らなる情報部２３０より構成されるフレームである。
【００６１】
Ｓ３２の一斉呼出のフレームは第２の実施形態でのものと同様、簡易ＩＤ２２２には一斉
呼出コードが、また制御コマンド２３２には一斉呼出専用コードが入り、この簡易ＩＤ２
２２及び制御コマンド２３２内のコードを調べることにより、無線機は受信フレームが一
斉呼出のフレームであることを判断できる。また相手無線ＩＤ２３３にはＩＤが設定され
ていない。またこの一斉呼出しのフレームのデータ部２３６は、同図（ｃ）の構成を持ち
、起動０１の３０７、基準タイミング３０８、無線親機ＩＤ３０５及び無線回線情報３０
６を含む。
【００６２】
Ｓ３２の一斉呼出のフレームデータの送信後、無線親機１４は、送信休止時間として一定
時間をおく。そしてこの送信休止時間が経過後、無線親機１４は子機無指定のフレームデ
ータを無線送信する（Ｓ３４）。
【００６３】
この子機無指定のフレームには、図４のフレーム構成において、簡易ＩＤ２２２及び制御
コマンド２３２には子機無指定専用コードが入る。通信機ではこの簡易ＩＤ２２２及び制
御コマンド２３２を調べることによりにより、受信フレームが子機無指定のフレームかど
うかを判断する。尚、子機無指定のフレームの場合、相手無線ＩＤ２３３にはＩＤは設定
されておらず、またデータ部２３６も無い。
【００６４】
一方無線子機１５はＳ３２の一斉呼出のフレームを無線受信すると、その中のから無線親
機ＩＤ３０５及び無線回線情報３０６を取りだし、保持する（Ｓ３３）。そして、無線親
機１４から子機指定のフレームが送信されてくるのを待つ。
【００６５】
Ｓ３４で無線親機１４が送信したフレームを受信すると、無線子機１５は受信フレーム内
の簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２を調べてこのフレームが子機無指定のフレーム
であることを認識し、次に受信フレーム内に記憶されていた無線親機１４のＩＤと無線回
線情報を相手無線機ＩＤ記憶部５３及び無線回線情報記憶部５４に記憶、登録する。
【００６６】
次に無線子機１５は自己が担当しているメータ１６との通信を開始する。まず無線子機１
６はメータ１６に起動電文送信を送信し（Ｓ３６）、それに対し、メータ１６は検針値応
答を返す（Ｓ３７）。無線子機１５はこの検針値応答を受けるとメータ１６に終了電文を
送信し（Ｓ３８）、メータ１６との通信を終了する。
【００６７】
Ｓ３８の終了電文送信後、無線子機１５は、次に検針値応答内のメータ１６のメータＩＤ
をメータＩＤ記憶部５１に記憶、登録する（Ｓ３９）と共に、このメータＩＤ及び自己の
無線子機ＩＤを含んだフレームデータを無線送信し（Ｓ４０）、登録処理を終了する。
【００６８】
このＳ４０で無線子機１５から無線親機１４へ送信されるフレームデータの構成は、デー
タ部が図４（ａ）の構成を取り、事業体３０１、メータＩＤ３０２、コマンドコード３０
３及び無線親機ＩＤ３０５を含んでいる。また簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２に
は登録通信専用コードが入る。また相手無線ＩＤ２３３には何も情報が設定されていない
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。フレームを受信した無線機は、受信フレーム内の簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３
２を調べることにより登録通信用のフレームであることを判断できる。なお、簡易ＩＤ２
２２と制御コマンド２３２の登録通信専用コードは、必ずしも同じコードである必要はな
く、通常通信の場合との識別ができればよい。
【００６９】
無線親機１４はＳ３４で子機指定用のフレームを受信後、登録通信データ待ち受け状態と
なっており、Ｓ４０で無線子機１５からのフレームデータを無線受信すると、受信フレー
ムの簡易ＩＤ２２２及び制御コマンド２３２を調べて登録通信であることを確認する。そ
してフレーム内のメータＩＤ３０２及び無線子機ＩＤ３０４をメータＩＤ記憶部５１及び
相手無線機ＩＤ記憶部５３に記憶、登録する（Ｓ４１）。尚、無線親機１４は複数の無線
子機１５からの応答を受信し登録出来ることは言うまでもない。そして無線親機１４は登
録結果を検針センター１１に送信する（Ｓ４２）。検針センター１１はこの登録結果を元
に、どのメータ１６が登録されたのかを確認することが出来る。
【００７０】
この第３の実施形態によれば、検針センター１１からの登録指示時に、登録相手を指定す
る必要が無く、自動的に登録通信を行うことが出来る。また、設置施工時に設置現場での
登録が失敗した場合や設置時に登録をしなかった場合でも、後から遠隔登録できるので、
設置施工時の煩わしさがない。更に、どの無線親機１４と無線子機１５が無線通信可能か
が判断できなくても、自動的に通信可能な相手を登録することが出来るので、設置施工時
のわずらわしい管理が不要となる。
【００７１】
【発明の効果】
本発明によれば、システムを構成している各無線機は、無線通信により通信相手を自動登
録できる。また無線親機及び無線子機が自律的に通信するので、設定を間違えること無く
容易に通信相手の登録や変更が行えるようになる。
【００７２】
またスイッチ入力で同期をとり、自動的に登録通信を行うようにすることで、設置施工時
に、設置現場で表示用ＬＥＤ等により登録が正常にできたかどうか確認しながら設定登録
を行うことが出来る。
【００７３】
更には、検針センターから登録相手を指定した指示により自動的に登録通信を行うことが
出来る。これにより設置施工時に設置現場で登録に失敗した場合や、設置施工時に登録を
行わなかった場合でも、検針センターから遠隔登録できるので、設置施工時の煩わしさが
ない。また、検針センターからの指示で登録通信を開始できるので、登録の変更等の要求
にも容易対応できる。
【００７４】
また検針センターからの登録指示時に、登録相手を指定する必要が無く、自動的に登録通
信を行う構成とした場合、設置施工時に設置現場での登録が失敗した場合や設置時に登録
をしなかった場合でも、後から遠隔登録できるので、設置施工時の煩わしさがない。更に
、どの無線親機と無線子機が無線通信可能かが判断できなくても、自動的に通信可能な相
手を登録することが出来るので、設置施工時のわずらわしい管理が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】無線機の構成ブロック図である。
【図２】本実施形態に於ける自動検針無線システムの構成例である。
【図３】本発明の第１の実施形態に於ける通信相手を自動登録する通信シーケンス図であ
る。
【図４】フレーム構成例を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に於ける通信相手を自動登録する通信シーケンス図であ
る。
【図６】本発明の第３の実施形態に於ける通信相手を自動登録する通信シーケンス図であ
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る。
【図７】自動検針無線システムの構成例を示す図である。
【符号の説明】
１　アンテナ
２　無線受信回路
３　無線送信回路
４　制御回路
５　記憶回路
６　スイッチ
７　ＬＥＤ
８　インタフェース回路
１１、５０１　検針センター
１２、５０２　通信ネットワーク
１３、５０４　網制御装置
１４、５０５　無線親機
１５、５０７　無線子機
１６、５０６　メータ
５１　メータＩＤ記憶部
５２　自己無線機ＩＤ記憶部
５３　相手無線機ＩＤ記憶部
５４　無線回路情報記憶部
５０３　家屋
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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